
＜報 告＞ 

１１／６ 八本松親水池の施設点検と清掃実施  (日下、高橋） 

1１／９ 河川清掃（郡山堰～広瀬橋）参加者４５名（お子さん含む） 

 ビンカン、ペットボトル等を収集資源ごみを分別回収 

   広瀬橋下流でワタリガニやカワ鵜の死骸発見（右下写真） 

    ※）10/３０赤色流水は以前にも発生していました。 

※）水質の変化から溶存酸素が低下し、魚類などの影響も考えられます。 

11／11右写真を国交省仙台河川国道事務所に持参、原因調査を依頼しました 

＜予 定＞ 

12／14（土）10時～11時河川清掃 広瀬橋（長町側）集合（河川敷駐車可） 

清掃区間（郡山堰～広瀬橋周囲） 

自由参加可・降雨時中止・駐車可 

2025年河川清掃（1月～２月は中止） 

2025／1／19 「広瀬川フォーラム開催 会場／仙台サポートセンター 

テーマ＜仙台市「広瀬川の清流を守る条例」制定50周年記念＞ 

主催／市民団体（計５団体）国交省、宮城県、仙台市 

コーディネーター／江成敬二郎氏 

（経歴）１９９０年仙台友釣り団体連合会副会長・広瀬川クリーン作戦開始１９９９年広瀬川の清流を守る会設立。 

２００１年４月ＮＰＯ法人化。ホタルの里づくりを宮城県金成町・山形湯田川温泉他と連携。ホタルが生息する環境

活動を市内６小学校他で実施。追廻地区の城内堀で４００年のホタル復活。、広瀬川の支派川から次代に継承する。 

国交省東北整備局協力団体・宮城県スマイルサポーター・仙台市グリーンサポーターとして活動しています。 

師走となり、今年もあとわずかとなりました。 

今年の活動に参加され、心から感謝申し上げます。 

清掃開始前の初参加者の自己紹介が定番となりました。 

県内、県外の出身地の河川や広瀬川の印象を聞くのも楽し

いひと時です。今年は天候に恵まれ、お子様連れの参加も

増え、河川敷の憩いを感じました。来年はもっと広瀬川の

魅力を感じて頂けるよう皆さんで頑張りましょう。 

今年が「広瀬川の清流を守る条例」第１条（市長、事業者、

市民による協働）の制定５０周年に当たり、下記の「広瀬

川フォーラム」を開催します。ご参加願います。 

今月１４日（土）の清掃に焼き芋を用意します。 

ご参加をお待ちしております。（文）日下均 
 

１１/９撮影（広瀬橋） 

  

         川 守 り 通 信 

      ２０２４年１２月号 

 

（特定活法人）広瀬川の清流を守る会 

〒９８２―００１１仙台市太白区長町１丁目７－３７－５  

Tel  ０２２‐２４７‐６５２２ fax  022-290-3205 

http://www.hirosegawa.com/
mailto:info@hirosegawa.com

